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平成２８年１月８日

本庄市交通政策協議会委員 各位

本庄市交通政策協議会 会長 奥田 謁夫

平成２７年度第２回 本庄市交通政策協議会

生活交通確保維持改善計画事業評価に係る書面協議について（依頼）

厳冬の候、貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本庄市のデマンド交通（はにぽん号・もといずみ号）及びシャトル便（はにぽん

シャトル）は、皆様方のご指導・ご協力のもと、２年目の運行を無事に終えることができ

ました。

実施した事業については協議会自らが評価を実施し、国に報告することとなっておりま

すので、別紙のとおり事業評価を実施したいと存じます。

つきましては、下記のとおり書面にて協議させていただきますので、よろしくお願い申

し上げます。

記

【協議事項】平成２７年度 生活交通確保維持改善計画事業評価

（事業対象期間：平成２６年１０月１日～平成２７年９月３０日）

資料：「地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計

画に基づく事業）」

＊．事業評価については、別紙「事業評価の概要」をご覧ください。

【期 間】平成２８年１月２２日（金）まで

審議の結果は、別紙様式の書面協議書にてご回答をお願いいたします。

同封の封筒、又はＦＡＸにて送信していただきますようお願いいたします。

事務局：本庄市 企画財政部 企画課

担 当：伊平、大倉

電 話：０４９５（２５）１１５７（直通）

ＦＡＸ：０４９５（２１）８４９９

E-mail：kikaku@city.honjo.lg.jp



事業評価の概要

○事業評価の目的等

本庄市交通政策協議会が策定する「生活交通確保維持改善計画（＊）」は、国の地域公

共交通確保維持改善事業の支援を受けて進めているものです。該当する事業については、

毎年度、協議会自らによる事業の実施状況の確認及び評価（以下「自己評価」とします。）

を行い、自己評価の結果を国に報告することになっています。

また、自己評価(１次評価)は、国の設置する第三者評価委員会の審議を経て２次評価

結果として協議会に通知され、評価結果を生活交通確保維持改善計画等に反映すること

とされています。

＊．従来の「生活交通ネットワーク計画」から名称が変更になりました

○事業評価の流れ

事業評価と生活交通確保維持改善計画の関係は、下記のとおりです。

生活交通確保維持改善計画

事 業 実 施

実施期間：H26.10.1～H27.9.30

自己評価（１次評価） … 今回ご審議いただく内容になります。平成 28年１月末まで

… 平成 28年 5月(予定)協議会を開催。
評価結果を踏まえ、平成 29年度分の
生活交通確保維持改善計画を策定。

対象期間：H28.10.1～H29.9.30

２ 次 評 価

平成 26 年 5 月 … 第 11回協議会で審議・策定。

別 紙

次 の 計 画 へ 反 映



本庄市交通政策協議会 事務局

（本庄市 企画財政部 企画課）宛 ＦＡＸ：０４９５－２１－８４９９

平成２７年度第２回 本庄市交通政策協議会 書面協議書

【協議事項】平成２７年度 生活交通確保維持改善計画事業評価

（事業対象期間：平成２６年１０月１日～平成２７年９月３０日）

※ 同封の資料をご確認いただき、いずれかに☑を付けてください。

※ 承認いただけない場合は、その理由（意見）をご記入ください。

□ 承認します。

□ 承認できません。

理由（意見）

平成２８年 月 日

(あて先)

本庄市交通政策協議会 会長 奥田 謁夫

本庄市交通政策協議会 委員

氏 名

連絡先

別紙様式


